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議案番号 件        名 頁 

   

議案第４１号  平成２４年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について １ 

議案第４２号  平成２４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認
定について 

２ 

議案第４３号  平成２４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて 

３ 

議案第４４号  平成２４年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の
認定について 

４ 

議案第４５号  平成２４年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について 

５ 

議案第４６号  平成２４年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
の認定について 

６ 

議案第４７号  平成２４年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定
について 

７ 

議案第４８号  宮代町暴力団排除条例について ８ 

議案第４９号  宮代町税条例の一部を改正する条例について １１ 

議案第５０号  宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例について １８ 

議案第５１号  宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ２０ 

議案第５２号  宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について ２３ 

議案第５３号  宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に
ついて 

２５ 

議案第５４号  平成２５年度宮代町一般会計補正予算（第２号）について ２７ 

議案第５５号  平成２５年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）について 

２８ 

議案第５６号  平成２５年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）に
ついて 

２９ 

議案第５７号  平成２５年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）について 

３０ 

議案第５８号  平成２５年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第２
号）について 

３１ 



議案番号 件        名 頁 

   

議案第５９号 平成２５年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第
２号）について 

３２ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 １ 

議案第４１号 

平成２４年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について 

平成２４年度宮代町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に

付する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

      提 案 理 由 

平成２４年度宮代町一般会計歳入歳出決算を歳入合計９３億５，５４１万

７，４７２円、歳出合計８９億７，６６７万４，９９７円とすることについて、地

方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ２ 

議案第４２号 

平成２４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

平成２４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて認定に付する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

平成２４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計４０億

８，６０４万２，５６２円、歳出合計３９億８，１９７万３９４円とすることにつ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３ 

議案第４３号 

平成２４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

平成２４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て認定に付する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

平成２４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計２２億７，７９５

万４，７１２円、歳出合計２１億７，７３５万４，４９３円とすることについて、

地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ４ 

議案第４４号 

平成２４年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

平成２４年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

を付けて認定に付する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

平成２４年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を歳入合計３億

４，０２２万２，６２２円、歳出合計３億３，８２５万３，１９６円とすることに

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ５ 

議案第４５号 

平成２４年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

平成２４年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

を付けて認定に付する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

平成２４年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を歳入合計１０億

１，５３０万９，７７９円、歳出合計９億９，７３２万５，９２２円とすることに

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ６ 

議案第４６号 

平成２４年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

平成２４年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意

見を付けて認定に付する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

平成２４年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を歳入合計

５，４８９万５，２０６円、歳出合計５，１８２万１，７３０円とすることについ

て、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ７ 

議案第４７号 

平成２４年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 平成２４年度宮代町水道事業会計利益の処分及び平成２４年度宮代町水道

事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に付する。  

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

平成２４年度宮代町水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金

５，５７１万８，５９２円のうち３００万円を減債積立金に、３００万円を利益

積立金に、４，９７１万８，５９２円を建設改良積立金に積み立てるとともに、

平成２４年度宮代町水道事業会計決算を収益的収入７億７，２９１万４，６６９

円（税抜き）、収益的支出６億７，５９０万２，９４１円（税抜き）、資本的収

入５，１９１万９５８円（税込み）、資本的支出４億１，１７９万９，８３７円

（税込み）とすることについて、地方公営企業法第３２条第２項及び第３０条第

４項の規定により、この案を提出するものである。 



 ８ 

議案第４８号 

宮代町暴力団排除条例について 

宮代町暴力団排除条例を別紙のとおり提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

      提 案 理 由 

 暴力団排除活動を推進するため、新たに宮代町暴力団排除条例を制定したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ９ 

宮代町暴力団排除条例 

（目的） 

第１条 この条例は、暴力団を排除するための活動（以下「暴力団排除活動」とい

う。）の推進に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることに

より、町民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７

７号。以下「法」という。)第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

（２）暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 (基本理念) 

第３条 暴力団排除活動は、暴力団が町民生活及び社会経済活動に不当な影響を及

ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴

力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、

町、町民及び事業者の連携協力の下に推進されなければならない。 

２ 何人も、暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若しくは運営に積極的に協

力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員との密接な関係を有する者を

いう。）と不適切な関係を有しないようにしなければならない。 

 (町の責務) 

第４条 町は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっ

とり、町民及び事業者（以下「町民等」という。）の協力を得るとともに、埼玉

県（以下「県」という。）及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団

体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものと

する。 

（町民等の責務） 

第５条 町民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴

力団排除活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団排除活動に関する施策に

協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、その事業（事業の準備を含む。次条において

も同じ。）により暴力団を利することとならないように努めるとともに、町が実

施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

３ 町民等は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、町又は警

察に対し、当該情報を積極的に提供するよう努めるものとする。 

（町の事業における措置） 

第６条 町は、その公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよ

う必要な措置を講ずるものとする。 



 １０ 

（町民等に対する支援等） 

第７条 町は、町民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に

取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行

うものとする。 

（啓発活動及び広報活動） 

第８条 町は、町民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることができ

るよう、暴力団排除活動の推進に対する気運を醸成するための集会を開催するな

ど、啓発活動及び広報活動を行うものとする。 

（県への協力） 

第９条 町は、県が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するものとする。 

２ 町は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当

該情報を提供するものとする。 

（国及び他の地方公共団体との連携） 

第１０条 町は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と

連携を図るものとする。 

 (青少年に対する教育の措置) 

第１１条 町は、その設置する中学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する中学校をいう。）において、その生徒が暴力団排除活動の重要性

を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにす

るための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 １１ 

議案第４９号 

宮代町税条例の一部を改正する条例について 

宮代町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

地方税法の一部を改正する法律の公布等に伴い、宮代町税条例の一部を改正した

いので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもので

ある。 

 



 １２ 

宮代町税条例の一部を改正する条例 

宮代町税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２第１項中「第２章」の次に「（第８条を除く。）」を、「第３章」の

次に「（第１４条を除く。）」を加える。 

第３４条の７第１項第３号中「特定非営利活動に関する寄附金」の次に「（次号

に掲げる寄附金を除く。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

（４）特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特

定非営利活動法人に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第１項に規定す

る特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、町民の福祉の増進に寄

与するものとして条例で定めるもの（特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認

められるものを除く。） 

第３４条の７第２項を次のように改める。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項（法附則第５条の６第２項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）に定めるところにより計算した金

額とする。 

第４７条の２第１項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加え、同

項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とする。 

第４７条の５第１項中「当該年度の前年度において第４７条の２第１項の規定に

より特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当する

額」を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の町民税のう

ち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第４４条第

１項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、前々年中の公

的年金等に係る所得に係る所得割額）の２分の１に相当する額」に改める。 

附則第４条の２中「第９項」を「第１０項」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成３５年度」を「平成３９年度」に、「平成２

５年」を「平成２９年」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４の

２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に改め

る。 

附則第７条の４中「同条第２項第２号」を「法第３１４条の７第２項第２号」に

改め、「附則第１９条第１項」の次に「、附則第１９条の２第１項」を加え、「同

項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条

第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち２，０００円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の

２以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た

金額の５分の３に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第３４条の３及び第３

４条の６の規定を適用した場合の所得割の額の１００分の１０に相当する金額を超

えるときは、当該１００分の１０に相当する金額)とする。」を「同項の規定にかか

わらず、法附則第５条の５第２項（法附則第５条の６第２項の規定により読み替え



 １３ 

て適用される場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。」に改め、

各号を削る。 

附則第１６条の３の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第１項

中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌

年の４月１日の属する年度分の町民税について当該上場株式等の配当等に係る配当

所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に

規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第１項」を

「利子所得及び配当所得については、第３３条第１項」に、「配当所得の金額（以

下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第１６条の２の１１第３

項で定めるところにより計算した金額（以下」に、「上場株式等に係る配当所得の

金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配

当所得等」に改め、同条第２項中「町民税」を「前項の規定のうち、租税特別措置

法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この項において「特

定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、町民税の所得割

の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１

日の属する年度分の町民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき

前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する申告

書を提出した場合に限り適用するものとし、町民税」に、「上場株式等の配当等」

を「特定上場株式等の配当等」に改め、同条第３項第１号、第３号及び第４号中

「配当所得」を「配当所得等」に改める。 

附則第１７条の２第３項中「又は第３７条の９の２から第３７条の９の５まで」

を「、第３７条の９の４又は第３７条の９の５」に改める。 

附則第１９条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第１項中「株

式等に」を「一般株式等に」に、「附則第１８条第６項」を「附則第１８条第５

項」に改め、「当該町民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１６号に規

定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」

という。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第３３条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除

く。）を除外して算定するものとする。」を削り、「第２項第１号」を「次項第１

号」に改め、同条第２項第１号、第３号及び第４号中「株式等」を「一般株式等」

に改める。 

附則第１９条の２を次のように改める。 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例） 

第１９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条

の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上

場株式等に係る譲渡所得等については、第３３条第１項及び第２項並びに第３４

条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る

譲渡所得等の金額として令附則第１８条の２第５項に定めるところにより計算し

た金額（当該町民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１７号に規定す



 １４ 

る特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」と

いう。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第３３条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを

除く。）を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金

額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項において準用する前条第２項第１

号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する町民税

の所得割を課する。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場

合において、同条第２項中「附則第１９条第１項」とあるのは「附則第１９条の

２第１項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法

第３７条の１１第６項の規定により読み替えて準用される同法」と読み替えるも

のとする。  

附則第１９条の３から第２０条までを削る。 

附則第２０条の２第２項中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条第１

項」に改め、同条を附則第２０条とする。 

附則第２０条の３を削る。 

附則第２０条の４第２項中「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条の２第

１項」に改め、同条第５項第１号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条

の２第３項」に改め、同項第２号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条

の２第３項」に、「附則第２０条の４第４項」を「附則第２０条の２第４項」に改

め、同項第３号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に改

め、「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加え、同項第４号中「附則第２０

条の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に改め、同条第６項中「附則第２０

条の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に改め、同条を附則第２０条の２と

する。 

附則第２０条の５を削る。 

附則第２２条の２の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条第１項を次のよ

うに改める。 

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災（平成２３

年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故

による災害をいう。次項において同じ。）により滅失（東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号。以下この条

及び次条において「震災特例法」という。）第１１条の６第１項に規定する滅失を

いう。以下この項及び次項において同じ。）をしたことによってその居住の用に供

することができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地

の用に供されていた土地等（同条第１項に規定する土地等をいう。次項において同
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じ。）の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。次項におい

て同じ。）をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第１７条、附則第１７条の２、

附則第１７条の３又は附則第１８条の規定を適用する。 

附則第１７条

第１項 

第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成

２３年法律第２９号）第１１条の６第１項の規

定により適用される場合を含む。） 

同法第３１条第

１項 

租税特別措置法第３１条第１項 

附則第１７条

の２第３項 

第３５条の２ま

で、第３６条の

２、第３６条の

５ 

第３４条の３まで、第３５条（東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。）、第３５条の２、第３６条

の２若しくは第３６条の５（これらの規定が東

日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定

により適用される場合を含む。） 

附則第１７条

の３第１項 

租税特別措置法

第３１条の３第

１項 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規

定により適用される租税特別措置法第３１条の

３第１項 

附則第１８条

第１項 

第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１

条の６第１項の規定により適用される場合を含

む。） 

同法第３２条第

１項 

租税特別措置法第３２条第１項 

附則第２２条の２第２項中「前項の規定は、同項」を「前２項の規定は、これ

ら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅

失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税

義務者（以下この項において「被相続人」という。）の相続人（震災特例法第１

１条の６第２項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）が、当該

滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同

じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合（当該譲渡の時までの

期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない
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場合に限る。）における当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に供する

ことができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有

していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに

限る。以下この項において同じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該旧家

屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第２７条の２第４項で定める

日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に

供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により

読み替えられた附則第１７条、附則第１７条の２、附則第１７条の３又は附則第

１８条の規定を適用する。 

附則第２３条第１項中「附則第４５条第３項」を「附則第４５条第４項」に、

「「法附則第５条の４の２第５項」を「「法附則第５条の４の２第６項（同条第９

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に、「附則第５条の４の２

第５項」と、」を「附則第５条の４の２第６項」と、」に改め、同条第２項中「第

１３条の２第１項から第５項」を「第１３条の２第１項から第６項」に、「附則第

４５条第４項」を「附則第４５条第５項」に、「「法附則第５条の４の２第５項」

を「「法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）」に、「適用される法附則第５条の４の２第５項」を「適用され

る法附則第５条の４の２第６項（法附則第４５条第６項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）附則第７条の３の２及び第２３条の改正規定並びに附則第３条第３項の規定 

平成２７年１月１日 

（２）附則第３条第４項の規定 平成２８年１月１日 

（３）第４７条の２第１項及び第４７条の５第１項の改正規定並びに附則第３条第

５項の規定 平成２８年１０月１日 

（４）附則第７条の４（「附則第１９条第１項」の次に「、附則第１９条の２第１

項」を加える部分に限る。）、第１６条の３及び第１９条から第２０条の５ま

での改正規定並びに附則第３条第６項の規定 平成２９年１月１日 

 （宮代町行政手続条例の適用除外に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の宮代町税条例（以下「新条例」という。）第３条

の２第１項の規定は、平成２６年１月１日以後にする同項に規定する行為につい

て適用し、同日前にした改正前の宮代町税条例第３条の２第１項に規定する行為

については、なお従前の例による。 

（町民税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第４条の２の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の町民

税について適用し、平成２５年度までの個人の町民税については、なお従前の例
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による。 

２ 新条例附則第２２条の２第２項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成

２５年１月１日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。 

３ 新条例附則第２３条の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の町民税につ

いて適用し、平成２６年度までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

４ 平成２８年１月１日前に発行された旧租税特別措置法第４１条の１２第７項に

規定する割引債（同条第９項に規定する特定短期公社債を除く。）について支払

を受けるべき同条第７項に規定する償還差益に対して課する個人の町民税につい

ては、なお従前の例による。 

５ 新条例第４７条の２及び第４７条の５の規定は、平成２８年１０月１日以後の

地方税法第３１７条の２第１項に規定する公的年金等（以下この項において「公

的年金等」という。）に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収について適用し、

同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収については、なお

従前の例による。 

６ 新条例附則第７条の４（「附則第１９条第１項」の次に「、附則第１９条の２

第１項」を加える部分に限る。）、第１６条の３及び第１９条から第２０条の２

までの規定中個人の町民税に関する部分は、平成２９年度以後の年度分の個人の

町民税について適用し、平成２８年度分までの個人の町民税については、なお従

前の例による。 
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議案第５０号 

宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例について 

宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人 

特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律の公布に伴い、宮代町都市計画

税条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。 

 



 １９ 

宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例 

宮代町都市計画税条例（平成２２年宮代町条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

第７条第１項中「第２章」の次に「（第８条を除く。）」を、「第３章」の次に

「（第１４条を除く。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （宮代町行政手続条例の適用除外に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の宮代町都市計画税条例第７条第１項の規定は、平

成２６年１月１日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした

改正前の宮代町都市計画税条例第７条第１項に規定する行為については、なお従

前の例による。 

 



 ２０ 

議案第５１号 

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

地方税法の一部を改正する法律の公布等に伴い、宮代町国民健康保険税条例の一

部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提

出するものである。 

 



 ２１ 

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第１条 宮代町国民健康保険税条例（昭和３０年宮代町条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

第２７条第１項中「第２章」の次に「（第８条を除く。）」を、「第３章」の次

に「（第１４条を除く。）」を加える。 

附則第１６項中「附則第４４条の２第３項」を「附則第４４条の２第４項及

び第５項」に、「第３６条」を「第３５条第１項」に改める。 

第２条 宮代町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

附則第３項の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項中「配当

所得を」を「配当所得等を」に、「配当所得の金額」と、「同条」を「配当所

得等の金額」と、「同条」に、「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の

２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得」を「若しくは山林所得金額又

は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等」に、「

配当所得の金額」とする」を「配当所得等の金額」とする」に改める。 

附則第６項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中「特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「特定同一世

帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等」に、「第３条第１項中「

及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２

第６項に規定する株式等」を「第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等

」に、「同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等」に、「附則第３５条の２第６項に規定する株式等

に係る譲渡所得等の金額」とする」を「附則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする」に改める。 

附則第７項を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を

有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と

、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、第２３条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 



 ２２ 

附則第８項及び第９項を削り、附則第１０項を附則第８項とする。 

附則第１１項を削り、附則第１２項を附則第９項とし、附則第１３項を附則

第１０項とする。 

附則第１４項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、

同項を附則第１１項とする。 

附則第１５項を附則第１２項とし、附則第１６項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平

成２９年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の宮代町国民健康保険税条例第２７条第１項の規定

は、平成２６年１月１日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前

にした第１条の規定による改正前の宮代町国民健康保険税条例第２７条第１項に

規定する行為については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の宮代町国民健康保険税条例附則第１６項の規定

は、平成２６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２５年度

分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

４ 第２条の規定による改正後の宮代町国民健康保険税条例の規定は、平成２９年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 

 



 ２３ 

議案第５２号 

宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について 

宮代町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

地方税法の一部を改正する法律の公布に伴い、宮代町介護保険条例の一部を改正

したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するも

のである。 



 ２４ 

宮代町介護保険条例の一部を改正する条例 

宮代町介護保険条例（平成１２年宮代町条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

附則第６条中「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加え、

「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年法律第８

９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４

パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」に、「その年中にお

いては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パーセント未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。」を「その年（以下この条において「特例基準割合適用年」と

いう。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合

適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加

算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年

７．３パーセントの割合」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の宮代町介護保険条例附則第６条の規定は、延滞金のうち平成２６年１

月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するもの

については、なお従前の例による。 

 



 ２５ 

議案第５３号 

宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出す

る。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

地方税法の一部を改正する法律の公布に伴い、宮代町後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出するものである。 



 ２６ 

宮代町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

宮代町後期高齢者医療に関する条例（平成１９年宮代町条例第２７号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第１項中「（各年の特例基準割合（各年の前年の１１月３０日を経過する

時における日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定によ

り定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をい

う。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当

該特例基準割合（当該割合に０．１パーセント未満の端数があるときは、これを切

り捨てた割合。）とする。）」を削る。 

 附則に次の１条を加える。 

（延滞金の割合の特例） 

第３条 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割

合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項

の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以

下この条において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、そ

の年（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年

１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準

割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割

合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセント

の割合）とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宮代町後期高齢者医療に関する条例附則第３条の規定は、延滞金のう

ち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間

に対応するものについては、なお従前の例による。 

 



 ２７ 

議案第５４号 

   平成２５年度宮代町一般会計補正予算（第２号）について 

 平成２５年度宮代町一般会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

前年度繰越金の確定、スキップ広場隣接地の購入、緊急雇用創出事業の追加採択

等に伴い、平成２５年度宮代町一般会計予算に２億１，５５６万円を追加し、総額

を９０億２，３８３万７，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第

１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ２８ 

議案第５５号 

   平成２５年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 平成２５年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

前期高齢者交付金、前年度繰越金及び後期高齢者支援金の確定等に伴い、平成

２５年度宮代町国民健康保険特別会計予算に１億２，７４４万３，０００円を追加

し、総額を４２億２，３８７万円とすることについて、地方自治法第２１８条第１

項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ２９ 

議案第５６号 

平成２５年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

平成２５年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出す

る。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

前年度繰越金の確定、国県負担金の精算等に伴い、平成２５年度宮代町介護保険

特別会計予算に１億９７万２，０００円を追加し、総額を２３億９，２０９万円と

することについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 

 



 ３０ 

議案第５７号 

平成２５年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

平成２５年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり

提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

前年度繰越金の確定及び一般会計繰出金の増額等に伴い、平成２５年度宮代町後

期高齢者医療特別会計予算に１９６万８,０００円を追加し、総額を３億

７，１８９万７，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、この案を提出するものである。 



 ３１ 

議案第５８号 

平成２５年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

平成２５年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり

提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

前年度繰越金及び消費税額の確定、工事請負費の増額に伴い、平成２５年度宮代

町公共下水道事業特別会計予算に３，６７９万９，０００円を追加し、総額を９億

１，８３２万８，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、この案を提出するものである。 



 ３２ 

議案第５９号 

平成２５年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 

平成２５年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとお

り提出する。 

平成２５年８月２７日提出 

宮代町長 庄 司 博 光 

 

 

提 案 理 由 

前年度繰越金の確定に伴い、平成２５年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算

に３０７万２，０００円を追加し、総額を５，４３３万７，０００円とすることに

ついて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 


